
【重要】ベースアップ等支援加算の設定方法 
 

◆「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定する事業所様は、必ずこの操作を行ってください。 

◆この操作は Ver.9.0.1 へバージョンアップをしてから行ってください。 

 

① 自事業者ボタンをクリックします。 

② 複写ボタンをクリックします。 

③ 適用日の欄が空欄になります。「ベースアップ等支援加算」の算定を開始する日付を設定してください。 

令和 4年 10月 1日から算定する事業所様は、日付を「令和 04年 10月 01日」に設定します。 

④ 処遇改善加算ボタンをクリックします。 

⑤ 「ベースアップ等支援加算」を設定し、確定をクリックしてください。 

⑥ 登録をクリックします。 

⑦ メッセージをはいで進みます。 
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